
　【歳 入】市町村交付金（社会保障財源化分）

　【歳 出】社会保障４経費その他社会保障施策に要した経費
　　　　（うち一般財源額）

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

43,252,793 29,432,118 1,600 639,527 13,179,548 2,004,267

障 害 者 福 祉 事 業 8,753,570 6,139,828 111,389 2,502,353

高 齢 者 福 祉 事 業 855,554 1,600 183,363 670,591

児 童 福 祉 事 業 7,573,190 4,732,214 143,039 2,697,937

母 子 福 祉 事 業 5,702,723 3,492,503 7,269 2,202,951

生 活 保 護 事 業 20,367,756 15,067,573 194,467 5,105,716

3,204,396 2,203,810 1,000,586 152,163

国 民 健 康 保 険 事 業
（ 特 別 会 計 繰 出 金 ）

1,877,036 1,407,776 469,260

介 護 保 険 事 業
（ 特 別 会 計 繰 出 金 ）

362,941 72,720 290,221

後 期 高 齢 者 医 療 事 業
（ 特 別 会 計 繰 出 金 ）

964,419 723,314 241,105

737,546 51,076 2,131 684,339 104,070

疾 病 予 防 対 策 事 業 573,241 40,129 1,871 531,241

健 康 増 進 事 業 164,305 10,947 260 153,098

47,194,735 31,687,004 1,600 641,658 14,864,473 2,260,500

※　地方消費税交付金（社会保障財源化分）は，各事業に要する一般財源の比率に応じ按分して充当しています。
※　上記の事業費には事務費，事務職員人件費は含まれていません。

平成31(2019)年度函館市一般会計予算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）が
充てられる社会保障施策に要する経費について

　平成26年４月１日から消費税率（国・地方）が５％から８％へ引き上げられたことに伴い，地方消費税交付金の

増収分については，その使途を明確化し，社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

　平成31(2019)年度函館市一般会計予算における社会保障施策関連経費への充当状況は以下のとおりとなります。

2,260,500千円
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